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法第 4 条および第 5 条に基づく措置の実施状況（平成 23 年 12 月末） 

 

１．中小企業者に対する貸付けの条件の変更等の実施状況 
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

14,597 54,459 97,868 126,830 152,215 183,494 217,718 254,678 279,557

8,522 44,542 89,408 118,860 144,759 174,815 208,958 244,106 270,967

0 378 532 1,575 1,821 2,088 2,499 2,729 3,203

6,038 8,075 5,831 4,021 2,984 3,855 3,332 4,750 2,276

36 1,463 2,096 2,372 2,650 2,734 2,926 3,091 3,110

749 7,692 13,915 19,924 25,601 31,208 35,838 39,735 45,117

0 68 77 324 476 532 624 648 809

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

476 1,796 3,038 4,075 5,043 6,287 7,296 8,177 9,009

221 1,442 2,597 3,684 4,693 5,858 6,851 7,710 8,557

0 19 30 67 82 95 113 131 145

251 260 302 194 119 173 163 150 119

4 75 109 130 149 161 169 186 188

54 568 1,058 1,496 1,884 2,284 2,627 2,937 3,253

0 10 13 27 36 40 44 52 60

（注１） 表中の各欄には、法の施行日から各期末までの累計額及び累計件数を記載しております。
（注２）

（注３） ｢取下げ｣とは、債務者の意思で申込みの撤回があったものです。

｢謝絶｣には、条件変更等の申込を受けた日から３月を経過した日又は貸付債権の支払期日のいずれか遅い日を過ぎてもなお審査中であるものを含ん
でおります。

（単位：百万円）

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けてい
た貸付債権のうち実行に係る貸付債権の額
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けてい
た貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けてい
た貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

（単位：件）

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けてい
た貸付債権のうち実行に係る貸付債権の数
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２．住宅資金借入者に対する貸付けの条件の変更等の実施状況 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

505 1,945 3,258 3,844 4,304 4,789 5,415 6,082 6,412

うち、実行に係る貸付債権の額 4 968 1,999 2,776 3,279 3,683 4,239 4,725 5,074

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 28 98 300 334 375 389 471 532

うち、審査中の貸付債権の額 483 748 779 193 90 117 162 255 166

うち、取下げに係る貸付債権の額 17 200 380 573 601 612 625 629 639

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

40 167 270 312 345 372 417 459 485

うち、実行に係る貸付債権の数 1 82 178 232 273 294 335 367 392

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 2 7 16 17 18 19 23 26

うち、審査中の貸付債権の数 37 66 50 17 6 10 11 15 12

うち、取下げに係る貸付債権の数 2 17 35 47 49 50 52 54 55

（注１） 表中の各欄には、法の施行日から各期末までの累計額及び累計件数を記載しております。
（注２）

（注３） ｢取下げ｣とは、債務者の意思で申込みの撤回があったものです。

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

｢謝絶｣には、条件変更等の申込を受けた日から３月を経過した日又は貸付債権の支払期日のいずれか遅い日を過ぎてもなお審査中であるものを含ん
でおります。

（単位：百万円）

（単位：件）

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

 
 

 
 

 


